
 

公益社団法人土地改良測量設計技術協会 農業土木技術管理士資格試験事業実施規程 新旧対照表 
改   正   後 現       行 

             公益社団法人土地改良測量設計技術協会 

  農業土木技術管理士資格試験事業実施規程 

 

 

制    定 平成  ８年５月２９日 

一部改正 平成１６年４月 １日 

一部改正 平成１９年３月１５日 

一部改正 平成２１年３月１２日 

一部改正 平成２５年４月 １日 

一部改正 平成２６年３月２６日 

一部改正 平成２８年３月２３日 

   一部改正 平成２９年３月２２日 

一部改正 平成３０年３月２２日 

一部改正 令和  ２年３月２４日 

一部改正 令和 ６年３月１２日 

 

 

（主   旨） 

第１条～第４条 省略  

 

（資格試験） 

第５条  

１～２ 省略  

３ 資格試験の受験資格は、農業土木分野（用排水施設整備、農地整備、農道整備、農地防災保全、農村環境保全、

施設管理、農村整備、その他農業土木に関する事項）の事業に関する調査、計画、設計、積算、施工、施工管理、

施設管理等の技術的な実務経験が７年以上の者とする。ただし、大学院修了者（修士課程、博士課程）にあって

は、修了後の技術的な実務経験は５年以上とする。 

また、次のいずれか一つの条件を満たす者にあっては、実務経験年数を３年短縮することができる。  

1) 実務期間中に２年間で農業農村Ｗｅｂカレッジ研修７講座以上の受講を了した者 

2) 実務期間中に２年間で農業農村工学会技術者継続教育機構ＣＰＤ３０単位以上取得した者 

3) 実務期間中に農業土木分野の指導の業務を行う者（以下、「指導業務者」という。）の監督の下で、

当該業務を通算２年以上行った者 

  なお、指導業務者の資格は、技術士〔農業部門〕（農業土木又は農業農村工学）、農業土木技術管理

士のいずれかで登録済みの者とする。 

4) ＪＡＢＥＥ認定プログラム（農業工学関連分野に限る）を修了した者（以下、「ＪＡＢＥＥ認定プロ

グラム修了者」という。） 

5）技術士〔農業部門〕の一次試験に合格した者 

 

４ 受験手続は、以下のとおりとする。 

 （１） 省略 

 

公益社団法人土地改良測量設計技術協会 

  農業土木技術管理士資格試験事業実施規程 

 

 

制    定 平成  ８年５月２９日 

一部改正 平成１６年４月 １日 

一部改正 平成１９年３月１５日 

一部改正 平成２１年３月１２日 

一部改正 平成２５年４月 １日 

一部改正 平成２６年３月２６日 

一部改正 平成２８年３月２３日 

   一部改正 平成２９年３月２２日 

一部改正 平成３０年３月２２日 

一部改正 令和  ２年３月２４日 

 

 

 

（主   旨） 

第１条～第４条 省略  

 

（資格試験） 

第５条  

１～２ 省略  

３ 資格試験の受験資格は、農業土木分野（用排水施設整備、農地整備、農道整備、農地防災保全、農村環境保全、

施設管理、農村整備、その他農業土木に関する事項）の事業に関する調査、計画、設計、積算、施工、施工管理、

施設管理等の技術的な実務経験が１０年以上の者とする。ただし、大学院修了者（修士課程、博士課程）にあっ

ては、修了後の技術的な実務経験は８年以上とする。 

また、次のいずれか一つの条件を満たす者にあっては、実務経験年数を３年短縮することができる。  

1) 実務期間中に３年間で農業農村Ｗｅｂカレッジ研修１０講座以上の受講を了した者 

2) 実務期間中に３年間で農業農村工学会技術者継続教育機構ＣＰＤ５０単位以上取得した者 

3) 実務期間中に農業土木分野の指導の業務を行う者（以下、「指導業務者」という。）の監督の下で、

当該業務を通算４年以上行った者 

  なお、指導業務者の資格は、技術士〔農業部門〕（農業土木又は農業農村工学）、農業土木技術管理

士のいずれかで登録済みの者とする。 

4) ＪＡＢＥＥ認定プログラム（農業工学関連分野に限る）を修了した者（以下、「ＪＡＢＥＥ認定プロ

グラム修了者」という。） 

 

 

４ 受験手続は、以下のとおりとする。 

 （１） 省略 

 



 

 （２）実務経験年数を短縮して受験しようとする者の受験申込 

   前項の実務経験を短縮して受験しようとする者は、次の該当する書類を前（１）の受験申込に合わせて、協

会に提出しなければならない。 

   1) 大学院修了者にあっては、修了を証明する書類の写し 

   2) 農業農村Ｗｅｂカレッジ研修受講者にあっては、第7条３項の修了証明書の写し 

   3) 農業農村工学会技術者継続教育機構ＣＰＤ取得者にあっては、ＣＰＤ取得証明書の写し 

4) 指導業務者の監督の下での業務経験通算２年以上とする者にあっては、「農業土木分野に関する実務経

歴書」（様式２－２号） 

   5) ＪＡＢＥＥ認定プログラム修了者にあっては、修了を証明する書類の写し 

6)  技術士〔農業部門〕の一次試験の合格者にあっては、合格を証明する書類の写し 

 

（３） 省略 

 

５ 省略 

 

６ 資格試験は、第一次試験及び第二次試験に分けて実施する。 

 （１）～（３） 省略 

 

 （４）第一次試験合格証書を交付された者は、翌年度及び翌々年度に限り、第二次試験のみを受験することがで

きる。 

 （５）ＪＡＢＥＥ認定プログラム修了者、又は技術士〔農業部門〕の一次試験の合格者は、第一次試験を免除し、

第二次試験のみを受験することができる。 

 

 

７ 省略 

 

（資格登録） 

第６条～第１１条 省略 

 

 （様式１号～様式１０号  省略） 

 
附        則 

 
 この規程は、平成 ８年５月２９日から施行する。 
 この規程は、平成１６年４月 １日から施行する。 
 この規程は、平成１９年３月１９日から施行する。 
この規程は、平成２１年３月１２日から施行する。 
この規程は、平成２５年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成２６年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成２８年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成２９年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成３０年４月 １日から施行する。 
この規程は、令和 ２年４月 １日から施行する。 
この規程は、令和 ６年４月 １日から施行する。 
 

 （２）実務経験年数を短縮して受験しようとする者の受験申込 

   前項の実務経験を短縮して受験しようとする者は、次の該当する書類を前（１）の受験申込に合わせて、協

会に提出しなければならない。 

   1) 大学院修了者にあっては、修了を証明する書類の写し 

   2) 農業農村Ｗｅｂカレッジ研修受講者にあっては、第7条３項の修了証明書の写し 

   3) 農業農村工学会技術者継続教育機構ＣＰＤ取得者にあっては、ＣＰＤ取得証明書の写し 

4) 指導業務者の監督の下での業務経験通算４年以上とする者にあっては、「農業土木分野に関する実務経

歴書」（様式２－２号） 

   5) ＪＡＢＥＥ認定プログラム修了者にあっては、修了を証明する書類の写し 

 

 

（３） 省略 

 

５ 省略 

 

６ 資格試験は、第一次試験及び第二次試験に分けて実施する。 

 （１）～（３） 省略 

 

 （４）第一次試験合格証書を交付された者は、翌年度及び翌々年度に限り、第二次試験のみを受験することがで

きる。 

 （５）ＪＡＢＥＥ認定プログラム修了者は、第一次試験を免除し、第二次試験のみを受験することができる。 

 

 

 

７ 省略 

 

（資格登録） 

第６条～第１１条 省略 

 

 （様式１号～様式１０号  省略） 

 
附        則 

 
 この規程は、平成 ８年５月２９日から施行する。 
 この規程は、平成１６年４月 １日から施行する。 
 この規程は、平成１９年３月１９日から施行する。 
この規程は、平成２１年３月１２日から施行する。 
この規程は、平成２５年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成２６年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成２８年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成２９年４月 １日から施行する。 
この規程は、平成３０年４月 １日から施行する。 
この規程は、令和 ２年４月 １日から施行する。 
 

 


